
 

 

 

 

 

 

本人確認資料は以下のものです。なお、申請・届出等の手続きを代理人がおこなう場合

には代理人の本人確認も必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）と住民票、また、年金手帳・証書・振込通知書の

うちの２点の組み合わせでは２点の提示とはなりませんのでご注意ください。 

 

１点の提示でよいもの 

 

■個人番号カード（通知カードは

使用できません） 

■運転免許証 

■各種障がい者手帳 

■住民基本台帳カード（写真つき） 

■その他、官公署で発行した写真

つきの免許証や許可証もしくは 

資格証明書 

 

２点の提示が必要なもの 

 

■戸籍謄本・住民票（※） 

■各種健康保険証 

■年金手帳、証書、振込通知書（※） 

■生活保護受給証明書 

■学生証 

■母子手帳 

■診察券 

■キャッシュカード 

■タスポカード など 

 


